
 

振り込め詐欺救済法について 

 

「振り込め詐欺被救済法（犯罪利用預金口座等に係る被害回復分配金の支払

等に関する法律）」が平成２０年６月２１日に施行されました。 

本法律は、振り込め詐欺等の被害者の迅速な被害回復を図るため、犯罪利用口

座に振り込まれ滞留している犯罪被害資金の支払手続等について定めた法律で

す。 

具体的な犯罪利用口座は、預金保険機構からインターネットを利用して順次、

公告されます。 

振り込め詐欺救済法のＱ＆Ａについては、金融庁のホームページにございま

すので、そちらをご覧ください。 

 

 

 

振込詐欺被害に関する問合せ先 

名称 あすか信用組合 リスク管理部 

電話番号 03-3208-5124 

受付時間 当組合営業日の午前 9 時～午後 5 時 
 

 

 

https://furikomesagi.dic.go.jp/
https://www.fsa.go.jp/policy/kyuusai/

